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船舶事故調査報告書 

 

                               平成２４年３月１５日 

                        運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                           委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

                           委   員  庄 司 邦 昭 

                           委   員  石 川 敏 行 

                           委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 乗組員死亡 

発生日時 不明（平成２３年８月３日 ０４時４５分ごろ～０５時５０分ごろの間） 

発生場所 千葉県南房総市増間島西方沖 

 千葉県南房総市所在の富浦港西防波堤灯台から真方位２７６°１,０５０

ｍ付近 

 （概位 北緯３５°０２.５′ 東経１３９°４８.６′） 

事故調査の経過  平成２３年８月３日、本事故の調査を担当する主管調査官（横浜事務

所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者としての船長からの意見聴取は、本人が本事故で死亡したた

め行わなかった。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

漁船 勘
かん

十 郎
じゅうろう

丸、０.６トン 

 ＣＢ３－８８７５３、個人所有 

 ５.１８ｍ（Lr）×１.５３ｍ×０.６７ｍ、プラスチック 

 ガソリン機関、３０kＷ（漁船法馬力数）、平成５年２月２０日 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ７１歳 

 二級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

  免許登録日 昭和５１年７月９日 

  免許証交付日 平成２１年３月３日 

         （平成２６年１１月１４日まで有効） 

 死傷者等 死亡 １人（船長） 

 損傷 機関及び電気機器の濡損 

 事故の経過 

 

 本船は、船長が１人で乗り組み、増間島西方沖の漁場において、平成２

３年８月３日０４時４５分ごろ刺し網を揚網しているところを僚船により

目撃された。 

 僚船は、漁場を離れて帰港した後、再び増間島西方沖の漁場に戻ったと

ころ、０５時５０分ごろ増間島西岸の約１６０ｍ沖で転覆している本船を

発見し、船長が見当たらなかったため、海上保安部に通報した。 

 僚船は、０６時３０分ごろ転覆した本船から約５０～６０ｍ離れた場所

で漂流している船長を発見して揚収したが、心肺停止状態であったために

富浦漁港へ搬送した。 

船長は、救急車により病院へ搬送されたが、溺水による死亡と検案され

た。 

 本船は、他の僚船によりえい
．．

航されて富浦漁港へ入港した。 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 東、風力 １、視界 良好 
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海象：波高 約１ｍ 

日出時刻：０４時５０分ごろ 

 その他の事項 本船には、衝突痕が認められなかった。 

増間島西方沖の漁場は、水深が１０ｍの等深線の内側にあり、付近には

浅瀬や岩礁などが多数存在し、高波が発生しやすい海域であった。 

 船長の同僚の口述によれば、漁場付近の波高は、本事故当時の風力にし

ては高くなっており、約２ｍであった。 

 船長は、救命胴衣を着用していなかった。 

分析 乗組員等の関与 

船体・機関等の関与 

気象・海象の関与 

判明した事項の解析 

不明 

不明 

不明 

 船長の死因は、溺水であった。 

 本船は、増間島西方沖において、０４時４５分

ごろ揚網中を目撃された後、０５時５０分ごろ無

人で転覆したところを発見されたことから、波を

受けて転覆し、船長が落水した可能性があると考

えられるが、目撃者がいないことから、転覆及び

落水に至った状況を明らかにすることはできなか

った。 

 船長は、落水して溺水したものと考えられる

が、溺水に至った状況を明らかにすることはでき

なかった。 

原因  本事故は、本船が増間島西方沖において転覆し、船長が落水したことに

より発生したものと考えられる。 

参考  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考えられ

る。 

・高波が発生しやすい海域で操業する場合には、周囲の波の状況に留意

しながら操業すること。 

・救命胴衣を着用すること。 

 




